
令和２年度診療報酬改定の概要
（歯科）

厚生労働省保険局医療課

※ 本資料は現時点での改定の概要をご紹介するためのものであり、必ずしも最終的な施行内容が反映されていない場合
等があります。算定要件・施設基準等の詳細については、関連する告示・通知等をご確認ください。

※ 本資料は、ＨＰ掲載時に適宜修正する場合がありますのでご留意ください。
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令和２年度診療報酬改定について

診療報酬として 公費 １２６億円程度

地域医療介護総合確保基金として 公費 １４３億円程度

なお、勤務医の働き方改革への対応については、今後、医師に対する時間外労働の上限規制の適用及び暫定特例水準の適用終了に向
けて、上限を超える時間外労働ができる限り早期に解消されるよう、医療機関による労働時間短縮を促進する制度的対応等とあわせ、診療
報酬及び地域医療介護総合確保基金の対応を検討する。

勤務医への働き方改革への対応について

１．診療報酬 ＋０．５５％
※１ うち、※２を除く改定分 ＋０．４７％

各科改定率 医科 ＋０．５３％
歯科 ＋０．５９％
調剤 ＋０．１６％

※２ うち、消費税財源を活用した救急病院における勤務医の働き方改革への特例的な対応 ＋０．０８％

２．薬価等
➀ 薬価 ▲０．９９％
※ うち、実勢価等改定 ▲０．４３％

市場拡大再算定の見直し等 ▲０．０１％

➁ 材料価格 ▲０．０２％
※ うち、実勢価等改定 ▲０．０１％

診療報酬改定
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１．後発医薬品やバイオ後続品の使用促進
２．費用対効果評価制度の活用
３．市場実勢価格を踏まえた適正な評価等
４．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価（再
掲）

５．外来医療の機能分化、重症化予防の取組の推進
６．医師・院内薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による
医薬品の適正使用の推進

７．医薬品、医療機器、検査等の適正な評価

令和２年度診療報酬改定の概要

１．地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な
救急医療提供体制等の評価

２．医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善す
る取組の評価

３．タスク・シェアリング／タスク・シフティングのた
めのチーム医療等の推進

４．業務の効率化に資するICTの利活用の推進

Ⅰ 医療従事者の負担軽減、医師等の
働き方改革の推進

１．かかりつけ機能の評価
２．患者にとって必要な情報提供や相談支援の推進
３．地域との連携を含む多職種連携の取組の強化
４．重症化予防の取組の推進
５．治療と仕事の両立に資する取組の推進
６．アウトカムにも着目した評価の推進
７．重点的な対応が求められる分野の適切な評価
８．医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーション等の新た
な技術を含む先進的な医療技術の適切な評価と着実な導入

９．口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活
の質に配慮した歯科医療の推進

10．薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対
物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の
評価の重点化と適正化、院内薬剤業務の評価

11．医療におけるICTの利活用

Ⅱ 患者・国民にとって身近であって、
安心・安全で質の高い医療の実現

１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
２．外来医療の機能分化
３．質の高い在宅医療・訪問看護の確保
４．地域包括ケアシステムの推進のための取組の評価
５．医療従事者間・医療機関間の情報共有・連携の推進

Ⅲ 医療機能の分化・強化、連携と
地域包括ケアシステムの推進

Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の
安定性・持続可能性の向上

令和２年度診療報酬改定
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令和２年度診療報酬改定のポイント（歯科）

Ⅱ-４ 重症化予防の取組の推進
 歯科疾患管理料の見直し

歯科疾患管理料の初診時に係る評価を見直し。6ヶ月超の長期的な継続管理に対して新たな評価を新設。
(歯科疾患管理料 初診月：100点→80点）

（歯科疾患管理料長期管理加算：かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所120点、その他の保険医療機関100点）

 歯周病重症化予防治療の新設
歯周病安定期治療の対象となっていない歯周病（歯周ポケット4ミリ未満）を有する患者に対する継続的治療に対する評価を新設。

Ⅱ-７ 重点的な対応が求められる分野の適切な評価
 歯科外来診療における院内感染防止対策の推進

職員を対象とした院内感染防止対策にかかる研修を施設基準に追加。届出医療機関における初・再診料について評価を見直し
（歯科初診料：251点→261点、歯科再診料51点→53点）※未届出医療機関は、歯科初診料240点、歯科再診料44点

Ⅱ-9 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対
応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の
推進

 ライフステージに応じた口腔機能管理の推進
 非経口摂取患者口腔粘膜処置の新設

経口摂取が困難な口腔の自浄作用の低下した療養中の患者に対
する剥離上皮膜の除去等に対する評価を新設

 糖尿病患者に対する機械的歯面清掃処置の充実
 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の対象拡大

小臼歯、下顎第一大臼歯→小臼歯、上下顎第一大臼歯

（金属アレルギー患者は小臼歯、上下顎大臼歯）

 歯科麻酔薬の算定方法の見直し
抜歯等の手術を行った場合に、麻酔で使用した薬剤料を算定で

きるよう見直し Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

Ⅱ-3 地域との連携を含む多職種連携の取組の強化
Ⅲ-4 地域包括ケアシステムの推進のための取組の
評価

 周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）の評価の見直し
放射線療法、化学療法、緩和ケア時の口腔機能管理
190点→200点

 周術期等専門的口腔衛生処置の見直し
周術期口腔機能管理（Ⅲ）を算定した患者への処置
1回/月→2回/月

 周術期等口腔機能管理における医科歯科連携の
推進（医科点数表）

手術を行う医療機関から歯科医療機関へ予約を行い、患者の
紹介を行った場合について、評価を新設

令和２年度診療報酬改定
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5

歯科外来診療における院内感染防止対策の推進

 歯科外来診療における院内感染防止対策を推進する観点から、常勤の歯科医師だけでなく関
係する職員を対象とした研修を行うこととし、基本診療料について評価を見直す。

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－７－６ 感染症対策、薬剤耐性対策の推進 －③

現行

【初診料】
１ 歯科初診料 251点
２ 地域歯科診療支援病院歯科初診料 288点

【再診料】
１ 歯科再診料 51点
２ 地域歯科診療支援病院歯科再診料 73点

改定後

【初診料】
１ 歯科初診料 261点
２ 地域歯科診療支援病院歯科初診料 288点

【再診料】
１ 歯科再診料 53点
２ 地域歯科診療支援病院歯科再診料 73点

［施設基準（通知）］
（４）職員を対象とした院内感染防止対策に係る標準予
防策等の院内研修等を実施していること。

初・再診料の施設基準及び評価の見直し

院内研修 院外研修

院内感染
防止対策

手指衛生洗浄・消毒・滅菌 環境整備
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歯科疾患管理料の見直し

 歯科疾患管理料について、初診時に係る評価を見直すとともに、長期的な継続管理について新
たな評価を行う。

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－４ 重症化予防の取組の推進 －④

現行

【歯科疾患管理料】 100点
［算定要件］
注１ １回目の歯科疾患管理料は、継続的な歯科疾患の
管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等
（以下この表において「患者等」という。）の同意を得て
管理計画を作成し、その内容について説明を行った場
合に、初診日の属する月から起算して２月以内１回に
限り算定する。

改定後

【歯科疾患管理料】 100点
注１ １回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必
要な患者に対し、当該患者又はその家族等（以下この部
において「患者等」という。）の同意を得て管理計画を作
成し、その内容について説明を行った場合に算定する。
なお、初診日の属する月に算定する場合は、所定点数
の100分の80 に相当する点数により算定する。

（新） 注12 初診日の属する月から起算して６月を超え
て歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合
は、長期管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合

120点
ロ イ以外の保険医療機関の場合 100点

歯科疾患管理料の見直し

http://1.bp.blogspot.com/-jASHTjY6Ln0/ViipCXLrrUI/AAAAAAAAzuM/kStbjG9nErA/s800/medical_haisya_building.png
http://4.bp.blogspot.com/-QhV91eEE8ms/UZ2U537QLOI/AAAAAAAATpk/n5gGu_PitTY/s800/haisya.png
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歯周病重症化予防の推進

 歯周病安定期治療の対象となっていない歯周病を有する患者に対する継続的な治療について
新たな評価を行う。

（新） 歯周病重症化予防治療 １ １歯以上10歯未満 150点
２ 10歯以上20歯未満 200点
３ 20歯以上 300点

［対象患者］
（１） 歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、２回目以降の歯周病組織検査終了後に、
歯周ポケットが４ミリメートル未満の患者
（２） 部分的な歯肉の炎症又はプロービング時の出血が認められる状態
［算定要件］
（１） ２回目以降の区分番号Ｄ００２に掲げる歯周病検査終了後、一時的に病状が改善傾向にある患者に対し、重症化予防を
目的として、スケーリング、機械的歯面清掃等の継続的な治療を開始した場合は、それぞれの区分に従い月１回に限り算定
する。
（２） ２回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して２月を経過した日以降に行う。
（３） 歯周病安定期治療（Ⅰ）又は歯周病安定期治療（Ⅱ）を算定した月は算定出来ない。

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－４ 重症化予防の取組の推進 －⑤

歯周病重症化予防治療の新設

歯周病重症化予防治療

スケーリング

スケーリング・ルートプレーニング

SPT

歯周病検査

歯周病検査

歯周病検査
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（新） 象牙質レジンコーティング（１歯につき） 46点

［算定要件］
（１）区分番号Ｍ００１の１に掲げる生活歯歯冠形成を行った場合、当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき１回に限り
算定する。

（新） 既製金属冠 200点

区分Ｃ２（新機能・新技術）で保険適用された新規医療技術②

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－９ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 －⑬

現行

【歯冠形成（１歯につき）】
１ 生活歯歯冠形成
イ 金属冠 306点
ロ 非金属冠 306点
ハ 乳歯金属冠 120点
２ 失活歯歯冠形成
イ 金属冠 166点
ロ 非金属冠 166点
ハ 乳歯金属冠 114点

改定後

【歯冠形成（１歯につき）】
１ 生活歯歯冠形成
イ 金属冠 306点
ロ 非金属冠 306点
ハ 既製冠 120点
２ 失活歯歯冠形成
イ 金属冠 166点
ロ 非金属冠 166点
ハ 既製冠 114点

歯科固有の技術の評価の見直し等（新機能・新技術）
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令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－９ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 －④

哺乳完了前の口腔機能の発達不全の管理

Ａ
機能

Ｂ
分類

Ｃ
項目

該当項目
指導・管理の
必要性

食べる
哺乳

C-１ 先天性歯がある □

□

C-２ 口唇、歯槽の形態に異常がある（裂奇形など） □
C-３ 舌小帯に異常がある □
C-４ 乳首をしっかり口にふくむことができない □
C-５ 授乳時間が長すぎる、短すぎる □
C-６ 哺乳量・授乳回数が多すぎたり少なすぎたりムラがある等 □

離乳
C-７ 開始しているが首の据わりが確認できない □ □
C-８ スプーンを舌で押し出す状態がみられる □

話す 構音機能 C-９ 口唇の閉鎖不全がある（安静時に口唇閉鎖を認めない） □ □

その他

栄養

（体格）

C-10 やせ、または肥満である
（カウプ指数：｛体重（ｇ）/身長（cm）2｝×10 で評価）*

現在 体重 ｇ 身長 ｃｍ
出生時 体重 ｇ 身長 ｃｍ

カウプ指数：

□ □

その他
C-14 口腔周囲に過敏がある □

□C-15 上記以外の問題点

（ ）
□

＊ 「上記以外の問題点」とは口腔機能発達評価マニュアルのステージ別チェックリストの該当する項目がある場合に記入する。

【参考】カウプ指数
22以上：肥満、19～22未満：肥満傾向、15～19未満：正常範囲、13～15未満：やせぎみ、10～13未満：やせ

ライフステージに応じた口腔機能管理の推進
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 歯科疾患管理料の口腔機能管理加算及び小児口腔機能管理加算について、歯科疾患の継続
管理を行っている患者に対する診療実態に合わせて要件等を見直す。

（新） 小児口腔機能管理料 100点

［対象患者］
15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者（咀嚼機能、嚥下機能若しくは構音機能等が十分に発達していない又は正常に
獲得できていない患者）
［算定要件］
区分番号Ｂ０００－４に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号Ｂ００２に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者で
あって、口腔機能の発達不全を有する15歳未満の小児に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、
当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、月１回に限り算定する。

（新） 口腔機能管理料 100点

［対象患者］
歯の喪失や加齢、全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める患者（口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咀嚼能力低下、舌口
唇運動機能低下、咬合力低下、低舌圧又は嚥下機能低下の７項目のうちいずれか３項目以上に該当する患者）
［算定要件］
区分番号Ｂ０００－４に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号Ｂ００２に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者で
あって、口腔機能の低下を来しているものに対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、患者等の同意を得て、当該患者
の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、月１回に限り算定する。

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－９ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 －④

小児口腔機能管理料、口腔機能管理料の新設

ライフステージに応じた口腔機能管理の推進



 口腔機能の評価を行うための口唇閉鎖力検査を行った場合の評価を新設する。

（新） 小児口唇閉鎖力検査（１回につき） 100点
［算定要件］
（１）小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいう。
（２）当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全
症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号Ｂ０００－４に掲げる歯科疾患管理料、区分番号Ｂ０００－４－
２に掲げる小児口腔機能管理料、Ｃ００１－３に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号Ｃ００１－６に掲げる小児在宅
患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、３月に１回に限
り算定する。

 口腔機能の評価を行うための舌圧検査の算定頻度についての要件を見直す。

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－９ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 －④

現行

【舌圧検査】
[算定要件]
注１ 舌圧測定を行った場合は、６月に１回に限り算定す
る。

改定後

【舌圧検査】
［算定要件］
注１ 舌圧測定を行った場合は、３月に１回に限り算定す
る。

口腔機能に関する検査の新設等

ライフステージに応じた口腔機能管理の推進（検査）

11
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 経口摂取が困難な療養中の患者に対する剥離上皮膜の除去等を評価する。

（新） 非経口摂取患者口腔粘膜処置（１口腔につき） 100点

［算定要件］
（１）歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔清掃用具等を用いて口腔の剥
離上皮膜の除去を行った場合に、月２回に限り算定する。

［対象患者］｝経管栄養等を必要とする、経口摂取及び患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥
離上皮膜の形成を伴うもの。

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－９ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 －⑤

非経口摂取患者口腔粘膜処置の新設

非傾向摂取患者に対する口腔管理の推進

※２ ※３
※１ 入院患者における専門的口腔ケアを必要とした２症例 野津真波（国診協研修会資料より引用） ※２、３ 要介護高齢者の口腔ケアにおけるオーラルアクアジェルの臨床応用 阪口英夫
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睡眠時のブラキシズム（歯ぎしり）の評価を行うための検査を行った場合の評価を新設する。

（新） 睡眠時歯科筋電図検査（一連につき） 580点

［算定要件］
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、睡眠
時筋電図検査を行った場合に算定する。
（１）睡眠時歯科筋電図検査は、問診又は口腔内所見等から歯ぎしりが強く疑われる患者に対し、診断を目的として、夜間睡眠
時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき１回に限り算定する。なお、検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎ
しり検査の基本的な考え方」（令和２年３月日本歯科医学会）を遵守すること。

［施設基準］
二十 睡眠時歯科筋電計検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

睡眠時歯科筋電図検査

自宅で測定

burst
②

burst
①

burst
④

burst
③

burst
⑤

burst
⑥

burst
⑦

解析装置の回収

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－９ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 －⑬

第３部「検査」における評価の見直し



 在宅療養中の患者に対するシリコーン印象材による咬合印象法についての評価を新設する。

（新） 咬合印象 140点

［算定要件］
咬合印象とは、在宅等において療養を行っている通院困難な患者に対し、臼歯部における垂直
的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復（ただし、単独冠に限る。）に対して、歯科用シリコーン印象
材を用いて咬合印象を行った場合をいう。なお、当該処置を行った場合、区分番号M006に掲げる
咬合採得は所定点数に含まれ別に算定できない。

シリコーンゴム印象による咬合印象法

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－９ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 －⑬

歯科固有の技術の評価の見直し（歯冠修復及び欠損補綴）

咬合印象用トレーを用い
ての印象採得

咬合器装着印象体
※対合歯と咬合している部
分は印象材が薄くなる

第12部「歯冠修復及び欠損補綴」における評価の見直し
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